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北本市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例等の一部を改正する条例 

 

 （北本市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条 

 例の一部改正） 

第１条 北本市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例（昭和４２年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第１０条の２第２号中「第５条第１２項」を「第５条第１３項」に、

「同条第６項」を「同条第７項」に改める。 

第２条 北本市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例の一部を次のように改正する。 

第１０条の２第２号中「第５条第１３項」を「第５条第１２項」に

改める。 

 （北本市重度心身障害者医療費支給条例の一部改正） 

第３条 北本市重度心身障害者医療費支給条例（昭和５８年条例第４

号）の一部を次のように改正する。 



  第３条第１項第１号イを次のように改める。 

イ 他の市町村長が身体障害者福祉法第１８条第１項の規定によ

り、共同生活援助又は共同生活介護を行う住居に入居させて障

害福祉サービスの提供を委託している者 

第３条第１項第１号カ中「障害児施設給付費」を「障害児入所給付

費」に、「施設への入所前に」を「対象者が満１８歳となる前日に当

該対象者の保護者であった者が」に改め、同項第３号を次のように改

める。 

⑶ 市長が身体障害者福祉法第１８条第１項の規定により、本市の

区域外に設置されている共同生活援助又は共同生活介護を行う住

居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者 

第３条第１項第７号中「障害児施設給付費」を「障害児入所給付

費」に、「施設への入所前に」を「対象者が満１８歳となる前日に当

該対象者の保護者であった者が」に改め、同条第２項第２号中「第６

条の２第８項」を「第６条の３第８項」に、「第６条の３第１項」を

「第６条の４第１項」に改める。 

 （北本市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正） 

第４条 北本市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例（平成４年条

例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項中「第６条の２第８項」を「第６条の３第８項」に、

「第６条の３第１項」を「第６条の４第１項」に改める。 

 （北本市障害福祉サービス事業所設置及び管理条例の一部改正） 

第５条 北本市障害福祉サービス事業所設置及び管理条例（平成１７年

条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第１８条第１項中「第２８条第１項第５号」を「第２８条第１項第

６号」に改める。 

（北本市立こども療育センター設置及び管理条例の一部改正） 

第６条 北本市立こども療育センター設置及び管理条例（平成１９年条

例第１０号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第５条第７項」を「第５条第８項」に改める。 

 



附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、第１条及

び第６条の規定は、公布の日から施行する。 

 （北本市重度心身障害者医療費支給条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第３条の規定による改正後の北本市重度心身障害者医療費支給条例

（以下「新条例」という。）の規定は、この条例の施行の日以後の診

療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の

支給については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に改正前の北本市重度心身障害者医療費支給

条例（以下「旧条例」という。）の規定による受給者証の交付を受け

ている者（旧条例第３条に規定する施設等に入所している者に限

る。）であって、新条例第３条に規定する対象者でなくなるものは、

当該入所している施設等を退所するまでの間は、同条に規定する対象

者とみなす。 

 


